
４防危第６０ ３号  

令和４年１２月７日  

 

西三河県民事務所長 殿 

防災安全局長 

 

碧南市国民保護計画の変更に係る事前協議について（回答） 

 

令和４年８月３１日付け４西防第４６４号の協議について、下記のとおり回答します。 

 

記 

１ 変更案に対する意見等 

法令や国民の保護に関する基本指針が変更された場合、市町村国民保護モデ

ル計画を参考に、変更例が国から示されることが想定されるところ、市の計画変更

案は、市町村国民保護モデル計画から乖離しているため、法令や基本指針の変更

等を適切に市の計画に反映する際、今後の変更作業が煩雑になることに留意する

必要がある。 

 

２ 愛知県知事との協議を要する変更 

（１） 市の責務に関する変更（第１編第１章） 

（２） 武力攻撃事態の類型に関する変更（第１編第５章） 

（３） 消防団の充実・活性化の推進に関する変更（第２編第１章） 

（４） 自主防災組織以外のボランティア団体等に対する支援に関する変更（第２編

第１章） 

（５） 日本赤十字社が行う外国人に関する安否情報の収集への協力に関する変更

（第２編第１章） 

（６） 避難に関する基本的事項に関する変更（第２編第２章） 

（７） 避難施設の指定への協力等に関する変更（第２編第２章） 

（８） 生活関連等施設の把握等に関する変更（第２編第３章） 

（９） 市国民保護対策本部を設置すべき通知がない場合に関する変更（第３編第１

章） 

（１０） 市国民保護対策本部の設置に関する変更（第３編第２章） 

（１１） 通信輻輳により生じる混信等の対策に関する変更（第３編第２章） 

（１２） 国・県の現地対策本部との連携に関する変更（第３編第３章） 

（１３） 自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等に関する変更（第３編第３章） 

（１４） 警報の伝達等に関する変更（第３編第４章） 

（１５） 避難措置の指示に関する変更（第３編第４章） 

（１６） 避難の指示に関する変更（第３編第４章） 



（１７） 武力攻撃事態等の類型に応じた留意事項に関する変更（第３編第４章） 

（１８） 避難する市民等の誘導に関する変更（第３編第４章） 

（１９） 市が管理する施設における避難誘導のための措置に関する変更（第３編第４

章） 

（２０） 救援の基準に関する変更（第３編第５章） 

（２１） 関係機関との連携に関する変更（第３編第５章） 

（２２） 救援の実施における留意事項に関する変更（第３編第５章） 

（２３） 国民生活にかかわる重要施設の安全確保に関する変更（第３編第７章） 

（２４） 武力攻撃原子力災害及びＮＢＣ攻撃による災害への対処に関する変更（第３

編第７章） 

（２５） 武力攻撃災害の兆候の通知に関する変更（第３編第７章） 

（２６） 緊急通報の発令に関する変更（第３編第７章） 

（２７） 事前措置に関する変更（第３編第７章） 

（２８） 退避の指示に関する変更（第３編第７章） 

（２９） 新たな重大被害の報告に関する変更（第３編第８章） 

（３０） 市民等への協力要請に関する変更（第３編第９章） 

（３１） 文化財の保護に関する変更（第３編第９章） 

（３２） 生活関連物資等の価格安定に関する変更（第３編第１０章） 

（３３） 避難した市民等の生活安定等に関する変更（第３編第１０章） 

（３４） 交通規制に関する変更（第３編第１１章） 

（３５） 赤十字標章等の交付に関する変更（第３編第１２章） 

（３６） 県知事又は県警察本部長による交付に関する変更（第３編第１２章） 

（３７） 県が行う応急の復旧に関する変更（第４編第１章） 

（３８） 県が管理する施設及び設備の復旧に関する変更（第４編第２章） 

（３９） 関係書類の保管に関する変更（第４編第３章） 

（４０） 損失及び損害補償に関する変更（第４編第３章） 

（４１） 国民保護計画見直し時の留意する事項に関する変更（資料編） 

 

 

 

担 当 防災部防災危機管理課 

     危機管理・国民保護グループ（小塚） 

電 話 ０５２－９５４－６１４３ 

無 線 （発信番号）６００－２５０６ 

メール bosai@pref.aichi.lg.jp 


